
役 員 の 報 酬 等 並 び に 費 ⽤ に 関 す る 規 程   
  
  

（⽬ 的）   

第   1   条 こ の 規 程 は、 NPO 法 ⼈ MamaCan （以 下 「当 法 ⼈」 と い う。） の 定 

款 第   19   条 の 規 定 に 基 づ き、 当 法 ⼈ の 役 員 （第 13   条 で 定 義 さ れ る。） 

の 報 酬 等 並 び に 費 ⽤ に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を ⽬ 的 と す る。   

  

（定 義 等）   

第   2   条 こ の 規 程 に お い て、 次 の 各 号 に 掲 げ る ⽤ 語 の 定 義 は、 当 該 各 号 に 定 

め る と こ ろ に よ る。   

(1) 役 員 と は、 理 事 及 び 監 事 を い う。   

(2) 常 勤 の 理 事 と は、 理 事 の う ち、 当 機 構 を 主 た る 勤 務 場 所 と す る 

者 を い う。 常 勤 で な い 理 事 と は、 そ れ 以 外 の 理 事 を い う。   

(3) 常 勤 の 監 事 と は、 監 事 の う ち、 当 機 構 を 主 た る 勤 務 場 所 と す る 

者 を い う。 常 勤 で な い 監 事 と は、 そ れ 以 外 の 監 事 を い う。   

(4) 報 酬 等 と は、 そ の 名 称 の 如 何 を 問 わ ず、 報 酬、 賞 与 そ の 他 の 職 

務 遂 ⾏ の 対 価 と し て 受 け る 財 産 上 の 利 益 で あっ て、 そ の 名 称 の い か ん 

を 問 わ ず ､   ま た、 費 ⽤ と は 明 確 に 区 別 さ れ る も の と す る。   

(5) 費 ⽤ と は、 職 務 の 遂 ⾏ に 伴 い 発 ⽣ す る 交 通 費 ､ 旅 費 (宿 泊 費 を 含 む ｡)   

          等 の 経 費 を い い、 報 酬 等 と は 明 確 に 区 別 さ れ る も の と す る。   
  
  
（報 酬 等 の 額）   

第   3   条 常 勤 の 理 事 に 対 す る 報 酬 等 の 額 は、 各 事 業 年 度 に ⽀ 給 す る 報 酬 等 の 

総 額 が   1   名 当 た り   1,500   万 円 を 超 え な い 範 囲 で ､ 理 事 会 に お い て 定 め 

る。   

  

  



2  常 勤 で な い 理 事 に 対 し て は、 定 例 理 事 会 に 出 席 の 都 度、 ⽇ 額   3,000 

円 を 報 酬 等 と し て ⽀ 給 す る。 た だ し、 常 勤 で な い 理 事 に 対   し て 各 事 

業 年 度 に ⽀ 給 す る 報 酬 等 の 総 額 は、 10 万 円 を 超 え な い も の と す る。   

3  常 勤 で な い 監 事 に 対 す る 報 酬 等 の 額 は、 各 事 業 年 度 に ⽀ 給 す る 報 酬 

等 の 総 額 が   1   名 当 た り   ５ 万 円 を 超 え な い 範 囲 で、 監 事 の 協 議 に よっ 

て 定 め る。   

              4         理 事 ⻑ 及 び 業 務 執 ⾏ 理 事 を 除 く 理 事、 監 事 に 対 し て、 講 師 謝 ⾦ 等 及    

                 び 執 筆 謝 ⾦ 等 を ⽀ 給 す る 場 合 に は、 別 表 の 基 準 に 基 づ き ⽀ 給 す る。   

  
（賞 与、 退 職 慰 労 ⾦ 等）   

第   4   条 当 法 ⼈ は、 役 員 に 対 し、 前 条 に 規 定 す る 報 酬 等 以 外 に、 賞 与、 退 職 

慰 労 ⾦ そ の 他 の 報 酬 等 の ⽀ 給 は ⾏ わ な い。   

  

（報 酬 等 の ⽀ 払 ⽅ 法）   

第   5   条 常 勤 の 役 員 に 対 す る 報 酬 等 は、 各 事 業 年 度 に ⽀ 給 す る 報 酬 等 の 総 額   

を   12   で 除 し た ⾦ 額 （た だ し、 計 算 の 結 果、 1,000   円 未 満 の ⾦ 額 が ⽣   

          ず る 場 合 は、 こ れ を 切 り 捨 て る。） を 毎 ⽉   15   ⽇ に、 本 ⼈ が 指 定 す る      
  

                  本 ⼈ 名 義 の 銀 ⾏ ⼝ 座 に 振 り 込 む ⽅ 法 で ⽀ 払 う も の と す る。   

2 常 勤 で な い 理 事 や 監 事 に 対 す る 報 酬 等 は、 都 度 遅 滞 な く ⽀ 払 う 

も の と す る。   

（費 ⽤）   

第   6   条 役 員 が 負 担 し た 費 ⽤ に つ い て は、 こ れ の 請 求 が あっ た ⽇ か ら 遅 滞 な 

く ⽀ 払 う も の と す る。   

  

（改 定）   

        第   7   条 こ の 規 程 の 改 定 は、 理 事 会 の 決 議 に よ り ⾏ う も の と す る。   
  
  
（補 則）   

第   8   条 こ の 規 程 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は ､ 理 事 ⻑ が 理 事 会 の 承 認 を 得 て ､   

別 に 定 め る も の と す る。   

  



附 則   

こ の 規 程 は、 令 和 ２   年 ６   ⽉ １   ⽇ か ら 施 ⾏ す る。 （令 和 ２   年 ５   ⽉ 理 事 会 決 議）   

  
  
  
  
＜ 別 表 ＞   
  

  

  

講 師 謝 ⾦ 等    1   講 座 あ た り    １ 0,000   円  

執 筆 謝 ⾦ 等    400   字 あ た り    2,000   円  


